
平成１７年度の中山間地域等直接支払制度の取組状況について 

１ 県の基本的な取組 
平成１２年度に始まった中山間地域等直接支払交付金制度（前期対策）が、平成１６年度に
事業期間終了。平成１７年度からは集落の将来像をより明確化することに重点をおいた「新対
策」が始まりました。 
新対策の初年度である１７年度は、前期対策により活発化した集落活動を一層充実させ、自
立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備のための取組を推進しました。 
（１）集落維持の観点から、前期対策取組集落の協定継続を重点的に推進しました。 
（２）将来の集落の生き残りに向けて、集落営農組織化・法人化等の集落活動のステップアッ
プを促進しました（体制整備単価を目指すとともに、可能な限り加算措置への取組）。 

 
２ 平成１７年度実施結果（全国は平成１８年１月末の実施見込み） 
（１）市町村数 
   対象農用地がある全ての市町村で実施されました。 
    １）制度に取り組んだ市町村 ２０市町村 
    ２）対象農用地がない市町村  １町（東出雲町） 
 
（２）協定数 
集落協定は減少しましたが、個別協定は増加しています。前期対策と比べた減少率はいず
れも全国平均を下回りました。 
区 分 平成１７年度Ａ 平成１６年度Ｂ Ａ／Ｂ（％） （参考）全国 
集落協定数 １，３７８ １，６０８ ８５．７％  ８２．５％ 
個別協定数 ５６ ５２ １０７．７％  ６６．１％ 
合計 １，４３４ １，６６０ ８６．４％  ８２．１％ 

 
（３）協定面積 
集落協定は減少しましたが、個別協定は増加しています。 
①協定面積                                単位:ha 
区 分 平成１７年度Ａ 平成１６年度Ｂ Ａ／Ｂ（％） （参考）全国 
集落協定 １２，８０５ １３，５４９ ９４．５％  
個別協定 ６３７ ５７２ １１１．４％  
合計 １３，４４２ １４，１２２ ９５．２％  ９８．４％ 

 
②協定農用地の状況                            単位：ha 
 田 畑 草地 採草放牧地 計 
急傾斜 ７，３０９  ８６  １  ４１２  ７，８０８  

緩傾斜 ５，３８５  ２４５  １  １  ５，６３２  

高齢化  ２    ２  

１２，６９４  ３３３ ２  ４１３  １３，４４２  
計 

（９４．４％） （２．５％） （０．０％） （３．１％） （１００％） 

 



③協定締結率                               単位：ha 
対象農用地面積 平成１７年度協定面積 協定締結率 

１５，４５５  １３，４４２ ８７．０％ 
 
（４）交付金額                              単位:百万円 

  
区分 交付金額 

国 県 市町村 
平成１６年度
交付額（参考）

通常地域 １，８４７ ９２３ ４６２ ４６２ ２，００４
特認地域 ６３ ２１ ２１ ２１ ８３

合計 １，９１０ ９４４ ４８３ ４８３ ２，０８７

   
（５）一協定あたりの平均的な集落の姿 
   集落協定においては、一協定あたりの規模が拡大しています。 

 平成１７年度 平成１６年度 
協定参加者数 １８人 １６人 
農用地面積 ９．３ha ８．４ha 

集落協定 

交付金額 １３６万円 １２８万円 
農用地面積 １１．４ha １１．０ha 個別協定 
交付金額 ６２万円 ４９万円 

 
（６）ステップアップ－体制整備単価及び加算措置の取組状況 
体制整備単価、加算措置の取組はいずれも全国平均を上回りました。 

  ①取組状況  
体制整備単価の取組 加算措置の取組 区  分 平成 

１７年度 
合計 実績 

全体に対して 
占める割合 

（参考） 
全国 

実績 
全体に対して 
占める割合 

（参考） 
全国 

協定数 １，４３４ ９７６ ６８．１％ ４５．４％ ７８ ５．４％ ２．４％ 

協定面積（ha） １３，４４２ １０，５９５ ７８．８％ ７８．７％ １，３７７ １０．２％ １．２％ 

 

②集落協定における体制整備単価の取組内容（926 集落協定） 

取組内容（選択項目） 協定数 割合(%)

１ 生産性・収益向上 ①機械・農作業の共同化 669 72.2753協定
（81%）   ②高付加価値型農業の実践 100 10.8

  ③地場産農産物等の加工・販売 75 8.1
２ 担い手育成 ①新規就農者の確保 25 2.7
  ②認定農業者の育成 17 1.8
  ③担い手への農地集積 63 6.8
  ④担い手への農作業の委託 208 22.5
３ 多面的機能の発揮 ①都市住民等との交流 25 2.7
  ②学校教育等との連携 53 5.7

Ａ要件 
（１～３のうち
２つ以上を選
択。各項目のう
ち1つ以上を選
択） 
 

 

  ③非農家・他集落等との連携 600 64.8
Ｂ要件 173協定 １ 集落を基礎とした営農組織の育成 111 12.0
（いずれかを 
選択） （19%） ２ 担い手集積化   65 7.0

 



 ③加算措置の取組内容  

取組内容 協定数 割合（％）

加算措置に取り組んでいる協定 78  
規模拡大加算 28 35.9
土地利用調整加算 34 43.6
耕作放棄地復旧加算 10 12.8

 

法人設立加算 27 34.6

 

（７）各市町村の詳細 
   別紙「Ｈ１７中山間地域等直接支払交付金の実施結果」のとおり。 
 
 
 
【用語について】 
①基礎単価 
適正な農業生産活動等に取り組む場合の単価（体制整備単価の８割）。 

 ②体制整備単価 
 適正な農業生産活動等に加え、機械・農作業の共同化等の体制整備に取り組む場合の単価（通
常単価）。 

 ③加算措置 
 より積極的な取組を行う場合において、別途加算される措置。 
 ④規模拡大加算 
 担い手が新たに利用権等を設定した農用地を５年以上耕作する場合の加算。 
 ⑤土地利用調整加算 
 担い手に対し、新たに協定面積の一定割合以上において利用権等を設定する場合の加算。 
 集落協定のみが対象となる。 
 ⑥耕作放棄地復旧加算 
 新たに協定面積の一定割合以上の耕作放棄地を復旧する場合の加算。 
 ⑦法人設立加算 
 新たに特定農業法人又は協定農用地面積の一定割合以上を対象とした農業生産法人を設立す
る場合の加算。 
⑧特認地域 
通常地域以外で、地域の実態に応じて都道府県知事が指定する自然的・経済的・社会的条件
が不利な地域。特認地域も交付金の交付対象となる。 


